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平成２４年６月 

勝浦市議会定例会会議録（第４号） 

 

平成２４年６月１５日 

○出席議員 18人 

 １番 磯 野 典 正 君    ２番 鈴 木 克 己 君    ３番 戸 坂 健 一 君 

 ４番 藤 本   治 君    ５番 渡 辺 玄 正 君    ６番 根 本   譲 君 

 ７番 佐 藤 啓 史 君    ８番 岩 瀬 洋 男 君    ９番 松 崎 栄 二 君 

 10番 吉 野 修 文 君    11番 岩 瀬 義 信 君    12番 寺 尾 重 雄 君 

 13番 土 屋   元 君    14番 黒 川 民 雄 君    15番 末 吉 定 夫 君 

 16番 丸     昭 君    17番 刈 込 欣 一 君    18番 板 橋   甫 君 

 

○欠席議員 なし 

 

○地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名 

 市 長  猿 田 寿 男 君     副 市 長  関   重 夫 君 

 教 育 長  松 本 昭 男 君     総 務 課 長  佐 瀬 義 雄 君 

 企 画 課 長  関   利 幸 君     財 政 課 長  藤 江 信 義 君 

 税 務 課 長  黒 川 義 治 君     市 民 課 長  渡 辺 直 一 君 

 介 護 健 康 課 長  末 吉 裕 雄 君     生 活 環 境 課 長  関   富 夫 君 

                         兼清掃センター所長 

 都 市 建 設 課 長  藤 平 喜 之 君     農 林 水 産 課 長  関   善 之 君 

 観 光 商 工 課 長  玉 田 忠 一 君     福 祉 課 長  花ヶ崎 善 一 君 

 水 道 課 長  西 川 一 男 君     会 計 課 長  鈴 木 克 己 君 

 教 育 課 長  中 村 雅 明 君     社 会 教 育 課 長  菅 根 光 弘 君 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 事 務 局 長  目 羅 洋 美 君     議 事 係 長  大 鐘 裕 之 君 

 

──────────────────────── 

 

議 事 日 程 

 

議事日程第４号 

第１ 議案上程・質疑・委員会付託 

   議案第27号 勝浦市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第28号 勝浦市印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について 

   議案第29号 勝浦市手数料条例の制定について 
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   議案第30号 勝浦市東日本大震災復興基金条例の制定について 

   議案第31号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第32号 勝浦市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

   議案第33号 平成24年度勝浦市一般会計補正予算 

   議案第34号 平成24年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算 

第２ 請願の委員会付託 

   請願第２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願 

   請願第３号 「国における平成25年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願 

   請願第４号 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める国への意見書」採択

に関する請願 

第３ 休会の件 

 

──────────────────────── 

 

開     議 

 

平成２４年６月１５日（金） 午前１０時００分開議 

○議長（丸 昭君） ただいま出席議員は18人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立い

たしました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願います。 

 

──────────────────────── 

 

議案上程・質疑・委員会付託 

 

○議長（丸 昭君） 日程第１、議案を上程いたします。 

 議案第27号 勝浦市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第28号 

勝浦市印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第29号 勝浦市手数料条例の制

定について、以上３件を一括議題といたします。 

 本案につきましては、既に提案理由の説明が終了しておりますので、これより直ちに質疑を

行います。なお、質疑に際しましては議案番号をお示し願います。 

 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。戸坂議員。 

○３番（戸坂健一君） 議案第28号 勝浦市印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について、１点

質問をいたします。この条例の改正案の中の第５条３項、「非漢字圏の外国人住民が住民票の備

考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印

鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。」とございますが、

これは、外国人登録制度の廃止に伴うものだと理解しておりますが、漢字圏の方々、例えば中
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国、韓国、北朝鮮の方々等々はこれで問題なく通称が使えて印鑑もつくれるということでいい

と思うんですけれども、問題は、非漢字圏の外国人住民の方が印鑑をつくる場合です。これも

例えばアメリカ、イギリス等々ヨーロッパ圏の方々は片仮名表記で、例えばマイク・クレプラ

ハ、キャセロール・ブラウンや何とかクリス等々、それを印鑑に使えばいい話ですけども、問

題は東南アジアの方々の印鑑をつくる場合です。例えばタイ人、勝浦市にも50名弱のタイ人の

方がおられると聞いておりますが、タイ人の方々の本名というのは非常に長いです。例えば名

前でトムヤムパクチーホイクン・パックブンファイディーンという方がいたとします。この条

文を読む限り、この氏名の片仮名表記あるいはその一部を組み合わせたもので印鑑をつくると

いうふうになっております。ただ問題は、東南アジア圏の方々、特にタイ人の方は本名とは全

く別に、生まれたときからあだ名というものを持っています。そのあだ名を基本的に生活で使

っておられる。ですからタイ人同士では本名はお互い知らないということもあるぐらいあだ名

のほうが使われております。当然、日本で生活する場合も、タイ人の方はあだ名を使います。

例えば先ほどのトムヤムパクチーホイクン・パックブンファイディーンさんで、あだ名はシン

ハーというふうになりますと、これは氏名の片仮名表記中の一部を組み合わせたものではない

ですね。そうすると、この規定では対応できないというふうに思うんですけれども、この場合、

勝浦市ではどう対応されるんでしょうか。あくまで片仮名表記の一部を使ったものをつくらせ

るのか、それともタイ人の方が通常使っておられるニックネームでも印鑑をつくることを許可

するのか、その辺の対応をどう考えておられるのか、お聞かせください。以上です。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。渡辺市民課長。 

○市民課長（渡辺直一君） お答えいたします。今、ご質問のありました片仮名表記の組み合わせの

件ですが、この条例どおりに氏名の片仮名表記をした場合には、その氏名の片仮名表記もしく

はその一部を使用するということで登録になります。タイの方の件でございますが、もうひと

つの考え方といたしましては、一般に使われている名前を通称で登録することも可能ですので、

通称での対応が可能かと考えます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。戸坂議員。 

○３番（戸坂健一君） その場合、通称でも可能というのは、根拠というのはどの辺になるんでしょ

うか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。渡辺市民課長。 

○市民課長（渡辺直一君） お答えいたします。条例第５条第２項で氏名の他に、氏名または通称を

加えますので、通称でも可能になります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。戸坂議員。 

○３番（戸坂健一君） 恐らく改正案中の通称というものは、これとは別に５条の３項で規定されて

おるので、漢字圏の場合は、通称で問題ないと思うんですが、非漢字圏の、特に東南アジアの

方々は通称を使えないんじゃないかというふうに、私のほうでこの条文上、理解しておるんで

すけど、その辺、そちらで研究していただいて、とにかくタイ人の方々はニックネーム表記で

印鑑をつくろうと窓口に来られるはずなので、その辺うまく対応して、説明して何とか使いや

すい通称のほうで使える印鑑をつくれるようであれば、それでお願いしたいですし、それが無

理ということであれば、その辺しっかりと説明して対応していただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（丸 昭君） これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第27

号ないし議案第29号、以上３件は総務常任委員会へ付託いたします。 

 

╶───────────────────────╴ 

 

○議長（丸 昭君） 次に、議案第30号 勝浦市東日本大震災復興基金条例の制定について、議案第

31号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第32号 勝浦市老人デイサー

ビスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３件を

一括議題といたします。 

 本案につきましても、既に提案理由の説明が終了しておりますので、これより直ちに質疑を

行います。なお、質疑に際しましては議案番号をお示し願います。 

 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（丸 昭君） これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第30

号及び議案第31号、以上２件は総務常任委員会へ、議案第32号は教育民生常任委員会へ、それ

ぞれ付託いたします。 

 

╶───────────────────────╴ 

 

○議長（丸 昭君） 次に、議案第33号 平成24年度勝浦市一般会計補正予算、議案第34号 平成24

年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算、以上２件を一括議題といたします。 

 本案につきましても、既に提案理由の説明並びに補足説明が終了しておりますので、これよ

り直ちに質疑を行います。なお、質疑に際しましては、議案番号、事項別明細書はページ数を

お示し願います。 

 ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。根本議員。 

○６番（根本 譲君） 私のほうからは、歳入の13ページ、「がんばろう！千葉」市町村復興基金交

付金1,700万円。これに関連しまして、歳出のほうが27ページ、食で街を盛り上げろ！ご当地グ

ルメ開国宣言ｉｎ勝浦開催事業費と、31ページ、地域防災計画見直し修正業務委託料、それと、

33ページ教育費、業務委託料、総野小学校体育館工事設計審査検収支援業務委託料、その下の

勝浦小学校体育館の同じものをお聞きいたします。 

 まず、「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金の概要は、１カ月ほど前、新聞にも載っ

ておりましたが、千葉県で20億円、その算出、各市町村に割り当てます金額は、市町村の被災

の度合い、または財政力等を勘案して配分しますというのが県の通達であったろうと、私は思

っておりますが、勝浦の1,700万円ほどのものがどういう基準で設定されたのか、もしわかるの

であれば、それを教えていただきたいと思います。 

 それと、勝浦の場合は、Ｂ－１グランプリと２点ほど一部を使うということでありますが、

県から市町村に対して、事業例といいますか、こういったものに使っても大丈夫ですよとか、

そういったものがもしわかるんであれば、教えていただきたいと思います。 
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 それと、地域防災計画見直し修正業務委託料です。これは、当然、地域防災計画の見直しを

行う、委託してやるのか、それとも地域の実情を十分把握した上で委託してやってもらうのか

というのが、私にはわかりません。これをどういう形で850万円ほどをお使いになるのか、その

点、教えていただきたいと思います。 

 それと、教育費のほうでありますが、言葉の理解が私にはちょっと足らないので、今までは

設計監理委託料だとか地質調査委託料とかそういう言葉であればわかるんですが、今回、この

事業工事設計審査検収支援業務委託料、この言葉の意味が、私にはちょっとわからないので、

この点、教えていただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関企画課長。 

○企画課長（関 利幸君） お答えをいたします。まず１点目の勝浦市においての交付金1,700万円

の算出根拠ということでございますが、県のほうから示された内容について、私のほうで知る

限りということでお答えをさせていただきますと、まず、基準的に県の基金は30億円でござい

まして、本年度がまずその20億円分が交付される。来年度10億円プラス運用益、このようなス

ケジュールになっております。その中で、まず均等割といたしまして2,000万円、これはどこの

市町村も最低2,000万円は来るということになろうと思います。これは今年度ということではな

くて、30億円を基礎にした場合のということでございます。 

 次に、人口割ということで、高齢者人口と障害者数、これが基準になっております。本市に

おきましては、高齢者人口が6,810人、障害者数が1,093人でございます。合計をいたしますと

7,903人でございまして、これに対しまして、先ほど議員申し述べておりました財政力指数の調

整数がございまして、これが本市ですと1.35501355……、これはもっと桁数が続くんですが、

大体６桁か７桁で表示をさせていただきますと、そのような数字になります。それを掛けまし

て調整をいたしますと１万709人という人数が算出されます。この算出数字に対しまして、千葉

県下の総数の勝浦市分掛ける30億円分の１億円分を配分するという形になっておりますので、

計算としますと、そのような形で勝浦市分がこれについては算出されるというような形で考え

ております。 

 次に、被災割ということで、項目として五、六点あるんですが、本市にかかわるということ

で申し述べますと、負傷者数、これは本市においては軽傷者ということで２人という数字がご

ざいます。これに対して、今度は定数ということで、当然に死者とか行方不明者と同じ同数で

扱うと、やはり不均衡が生じますので、定数を掛けることになっております。負傷者数に対し

ます定数は25でございまして、この２人に25を掛け、それと先ほども申し述べました財政力調

整指数、これは1.3550幾つという形になりますが、これを掛けた数字で算出をいたしますと、

68人ということになります。ここでの配分割合が30億円分のうちの６億円ということになって

おりますので、これを勝浦市分の割合で掛けたものが算出されるという形で考えております。 

 次に、建物の関係でございまして、全壊とか大規模半壊とか一部損壊とか、今度は戸数の数

字がございます。勝浦市におきましては、一部損壊戸数ということで３戸数字を用いておりま

して、これにつきましても同様に全壊とか大規模半壊によって定数がございまして、半壊です

と定数が４でございます。したがいまして、３戸に定数の４を掛けて、これも先ほど申し述べ

ました財政力指数の調整を1.3550云々という数字を掛けて算出をいたしますと、16戸という数

字が出ます。ここの関係の配分額が６億円ということになっておりますので、この６億円を基
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準に勝浦市分という形で数字が算出されているということで、私のほうは考えております。 

 次に、中小企業者の被災額ということで、これはセーフティーネット利用状況承諾額という

形で数字が載っておりまして、勝浦市におきましては１億2,600万円が数字として載っておりま

す。これに、同じように財政力指数の調整をいたしますと、この数字が１億7,073万2,000円と

いう形になります。ここでの配分額が１億円でございますので、勝浦市分をこの１億円に対し

て全県下の割合で数字が出てくるという形で、私のほうは考えております。これはあくまでも

30億円に対します一つの配分基準でございますので、本年度は20億円ということでございます

ので、当然に分母の数字はちょっと違ってはきますけれども、一つの計算の基礎は、このよう

な形で私のほうは理解をしております。 

 次に、県からの事業例ということでございますが、具体的事業例ということにつきましては、

実は総称的な言葉が使われておりまして、生活の再建であるとか、医療体制であるとか、生活

相談体制の整備であるとか、被災者の心のケアなどとか、もしくは被災地域のコミュニティー

機能の維持再生など、消費者に対する情報提供、観光におけるＰＲ活動、被災者の就労支援な

ど、また被災地域の伝統芸能の復興支援活動などとなり、事業例とすると、このように、なか

なか取りとめのないような包括的な言葉で通知のほうはなされておりまして、その後、Ｑ＆Ａ

ということで、個々具体的な部分が幾つか出ましたので、それについて申し上げさせていただ

きます。 

 まず、基本的には、例年行っている観光ＰＲや消費者情報の提供ではなく、復興のために特

に行うものというような形のものが交付金の対象になるということでございます。あと、東日

本大震災を踏まえた地域防災計画の見直しは、例年にない事業として認められるので、それは

交付金の対象となりますという形で記されております。 

 あとは、もう既に勝浦市は行いましたが、例年やっていないハザードマップの印刷だとか、

そういうものも該当になるというような形でＱ＆Ａのほうは記されております。 

 基本的には、この交付金が震災からの復興に向けた新たに行う事業が対象なので、事業拡大

等もしくは震災に伴う見直しをする場合には、交付金の対象という形になるようにＱ＆Ａは記

されております。他に財源措置がないことが基本原則となっておりますので、国庫金であると

か、交付税であるとか、地方債の該当になるとか、そういうものは基本的には想定はしていな

いというような形でＱ＆Ａのほうは記されております。 

 あと、具体例ではないかもしれませんが、先ほども申しましたけれども、基本的には、例年

継続的に実施している事業は、交付金充当することはできませんと、いうような形でＱ＆Ａの

ほうは記されております。 

 ほかにあと細かい部分も幾つかありますけれども、本市に関係ないというか該当のない部分、

また、先ほど申しました中で、ある程度読み取れる部分につきましては省略をさせていただき

ます。 

○議長（丸 昭君） 次に、佐瀬総務課長。 

○総務課長（佐瀬義雄君） お答えいたします。まず初めに委託でやるのかということですけども、

地域防災計画見直し修正事業850万円につきましては委託業務でございます。その理由につきま

しては、早期に見直しが必要という考えのもと、一日も早く修正、見直ししたいという考えで

やっているところでございます。国の中央防災会議等におきましても、そのような観点に立っ
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て各地方公共団体の自然的、社会的条件等を十分勘案し、地域の実情に即したものとするとと

もに、具体的かつ実践的な地域防災計画とされたいという通知が来ております。その中でも、

特に津波災害対策編、これについて新たな編を設置するとか、見直しを図って充実を図るよう

な通知が来ております。千葉県におきましても、６月６日に県防災会議幹事会で修正案という

ものが示されておりまして、その中でも総則に続きまして、地震津波編という新しい名称が加

わっております。県の修正案の中について、見直しの重点項目、県における重点項目ですけれ

ども、地域防災力の向上、津波対策の強化推進、液状化対策の推進、支援物資の供給体制の見

直し、災害時要援護者等の対策の推進、帰宅困難者等対策の推進等々、放射性物質事故対策計

画の見直し等々が定められておりますので、これにつきましては、現在、パブリックコメント

を実施している手はずとなっているはずです。さらに、県におきましては、夏ごろに、県防災

会議を開催し、修正するようなことでございますので、本市といたしましても、足並みをそろ

えるような形で、予算をご了承の上は、即着手をして早期の見直しを図ってまいりたいと考え

ております。 

 なお、委託業務の概要ですけども、計画準備は当然ながらあるんですが、地域防災計画修正

版の基本方針の案をつくりまして、さらに地域防災計画案の作成をします。その次に、これは

事務的なことになりますけども、防災会議も開催する必要がございます。その後に、地域防災

計画の修正版を作成ということで、打ち合わせとか、協議とか、支援とか、もろもろございま

すが、850万円の補正予算の計上でございます。 

○議長（丸 昭君） 次に、中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） お答えいたします。耐震補強及び大規模改修事業に係る設計審査検収支

援業務委託につきましてのご質問でございますが、勝浦市教育委員会では文化会館、学校給食

共同調理場、勝浦中学校体育館、北中学校体育館、勝浦小学校体育館、総野小学校体育館、豊

浜小学校体育館などの新築、改築、耐震補強及び大規模工事を実施するため、本年度これらの

施設の設計を委託しているところでございます。従来から、大規模事業に係る設計図書の審査

検収を都市建設課に依頼していたところでございますが、これらの多くの大規模工事を早急に

実施し、設計の適正管理や審査検収するために文化会館、学校給食共同調理場、勝浦中学校、

豊浜小学校の体育館の設計に係る審査検収を都市建設課で、また、北中学校体育館、勝浦小学

校体育館、総野小学校体育館の耐震補強及び大規模改修に伴う設計図書の審査検収を外部に委

託するものでございます。 

 先ほどのご質問にありました審査検収の件でございますが、千葉県建設技術センターへ、一

つに発注者の要求を満たしているか否かの確認、２つ目として技術的基準を充足しているか否

かの確認、設計図書と内訳書の精査等について支援をしていただくために必要な委託料、それ

に必要な経費につきまして計上したものでございます。学校施設の安全性の確保につきまして

は、早急な対応と事業実施に当たり、適正な管理が必要であると考えております。今後も安

心・安全な教育環境づくりにつきまして取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。根本議員。 

○６番（根本 譲君） ありがとうございます。２回目、お聞きいたしますが、学校のほうからお聞

きします。実は、当初予算でものっておりましたし、勝浦中学校また北中学校等々の耐震補強

及び大規模改修ということで、今回、勝浦小学校体育館、総野小学校体育館等々、またのって
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まいります。これは市長初め教育長が子供たちの安心・安全な観点から、一遍にやろうと、そ

ういう気持ちがうかがえるのであって、私は、これは賛意を表するものであります。従来、行

政の仕事等々、災害に対する行政の姿勢というものが、事後的な修繕というのがほとんどだっ

たろうと思います。それが大震災を契機に、予防的な修繕といいますか、そういったものが、

各自治体が率先して今取り組んでいるんだろうなと思っております。 

 その上でお聞きしたいんですが、先ほど課長が言いました審査検収支援業務委託料に関して

は、学校施設環境改善交付金、最終的にはそれを使って建てるんだと思いますけども、耐震診

断費とかそういったものを含めて、例えば非木造校舎での文部科学大臣の定める基準に適合す

るものが条件なわけですね。これによって、もし耐震診断の結果、補強が必要ないとか、そう

いうふうにされた場合、診断にかかった費用、または今回上がってきた審査検収支援費という

のがかかってこないと思われるんです。その点について、この学校施設環境改善交付金に、今

回のこの事業が当てはまるのかどうなのか、お聞きしたいと思います。 

 それと、地域防災計画の見直しについては大体わかったのでありますが、各自治体、市役所

の方、理事者が勝浦市の実情というものを当然把握して、それを踏まえた上で委託するという

ことでありますけども、例えば災害時の要援護者等の対策についてはどう考えているのか。こ

の要援護者というのは、把握すべき方が年々変わっていくじゃないですか。高齢者であれば、

だんだん年はとってくる。障害の程度だって、年々変わってくるじゃないですか。それを一概

に、今回のものだけで片づけてしまうのか、それとも、この先この計画は見直していかなくち

ゃいけないんじゃないのかなと思うんですが、その点について、答弁をいただきたいと思いま

す。 

 それと、「がんばろう！千葉」のほうはわかりました。これは今回、勝浦でＢ－１をやると。

その中で200万円補助をしようということであります。この中で、要は観光におけるＰＲ活動の

一環という形でやるんだろうなと。それは私のほうはわかっております。ただ、今回、この交

付金が来ましたけども、この勝浦で行うＢ－１グランプリは、この交付金を最初から当てには

していないでやろうという形だったのか、それともこの交付金が来たから、これで補助として

出してやるつもりだったのか、その点お聞きしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） お答えいたします。学校施設環境改善交付金等のご質問でございますが、

今回の千葉県建設技術センターへ委託する委託料につきましては、この算定からは算出されな

いと思います。さらに、耐震第２次診断、これに係る費用につきましても、その算定の中には

入らないと考えております。そこで、対象でございますが、設計と工事に係る費用につきまし

ては、学校施設環境改善交付金等、これは補助金等の適正化に関する法律で交付を受けるとい

うことになっております。ただ、交付金の中で事務費がございますので、その分が多少追加で

算定されるのかなと、そういうふうに考えております。 

○議長（丸 昭君） 次に、佐瀬総務課長。 

○総務課長（佐瀬義雄君） お答えいたします。災害時におきます要援護者の支援をどうするのか、

日々変わるのじゃないかということの質問でございますが、防災計画上につきましては、当然

ながら盛り込まれます。東日本大震災では高齢者の方や障害の方の死者が大変多かったと結果

が出ております。ますます災害時の要援護者の避難支援プラン、当然必要となってございます。
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これから庁内的には関係課で計画、支援のプランをやるところでございますが、これから見直

す防災計画につきましても、その辺の訓練あるいは災害時におきます要援護者等への配慮、こ

れの項目といいますか、条項といいますか、それは盛り込む予定でございますので、詳細につ

いてはまだ決まっておりませんけども、委託業務の中で十分検討して計画を見直ししたいと考

えております。 

○議長（丸 昭君） 次に、玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。本年度、開催予定していますこのイベントにつ

きまして、交付金充当について、当初から考えていたかというご質問だと思いますけども、当

初2013年の関東Ｂ－１グランプリ、これは４月に入りまして、開催地が決定されました。時間

がない中で本年度どうするか、計画する段階では、この事業の交付金の充当は考えておりませ

んでした。計画を進める中で、企画課との調整の中で充当というふうに決定をしてきたところ

です。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。根本議員。 

○６番（根本 譲君） ありがとうございます。大体のほうはわかりました。１点だけお聞きします。

先ほどから、Ｂ－１グランプリって申しわけない、そこで食で街を盛り上げろ！ご当地グルメ

開国宣言ｉｎ勝浦開催事業費ということでありますが、果たして200万円で足りるのか、それが

聞きたいんです。今回、この交付金が来たからこれを充当しようということじゃなくて、前か

ら手を上げて、交付金以前にこれだけのものをつくる、では、交付金はそれに上乗せできるん

じゃないのかなと。Ｂ－１グランプリ、各市町村、やっているところは経済波及効果というの

はかなり大きいものがございます。これは私も、以前まで食に携わっておりましたので身に感

じるものでございます。できるならば、当初から考えております補助金プラス交付金プラスア

ルファというのが、今、上げなさいよ、上乗せしなさいと言ったってなかなかできるものじゃ

ありませんから、要望としてお伝えしたいんですが、何とか少しでも大きな大会にするべくお

願いしたいということで、私の質問は終わります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 

○13番（土屋 元君） それでは、４点ほどお聞きいたします。まず１点目は13ページ、県補助金、

観光地魅力アップ緊急整備事業補助金が600万円ついております。この算定根拠についてお教え

ください。 

 次に２番目で21ページ保健衛生費、これは産廃処分場の看板ですよね、この設置場所が３カ

所出ていますが、はっきり言ってイメージがわかないので、具体的な場所、位置について説明

を願います。 

 ３点目は、21ページのクリーンセンターの修繕費と同じくし尿処理場の修繕費について、こ

の修繕の具体的な根拠。例えば今までの中長期で予定していた時期に当たったとか、耐用年数

が来たからとか。というのは、補正予算で出すということだから、あくまでも計画されていれ

ば当初予算で出しているはずなんですが、補正予算で出した根拠というのがよくわからないか

ら、その辺を含めて説明願いたいと思います。 

 最後の４点目については、27ページ、これは１番目の質問と連動するのですが、観光費の

（仮称）勝浦市観光交流センター整備事業費についてお尋ねいたします。これは改修改築工事

費が1,351万7,000円、工事監理業務委託料が46万2,000円で、合わせて約1,400万円の改修改築
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工事だと思います。そこでまず確認したいのですが、１点目はこの交流センターを存続させる

大きな目的をもう一度きちんと教えていただきたいというのが１点目です。 

 ２点目については、この交流センターをつくったときに、活用展開方法を具体的にどのよう

に考えておられるかをお聞きしたい。 

 ３点目に、この約1,400万円の工事が、小規模なのか、中規模なのか、大規模なのか、全く私

はイメージわかりません。というのは、改修改築工事の具体的なイメージが、例えば外から見

てとか、使い勝手とか、そういうのを含めて具体的にわかって約1,400万円の工事に積み上がっ

ているといえば、アウトラインでもいいですから教えていただきたいということでございます。

以上４点です。よろしくお願いします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。まず１点目の歳入、観光地魅力アップ緊急整備

事業補助金600万円につきましては、県の観光地魅力アップ緊急整備事業補助金、これにつきま

しては、対象経費の２分の１、限度額が1,000万円となっております。600万円につきましては、

歳出で計上してあります工事請負費1,351万7,000円、これは案内所としての申請でありまして、

この中に対象とならない経費も含まれております。これにつきましては、２階部分の改装費用

とか、トイレにつきましても、これは魅力アップ事業の中では、新規トイレ設置については事

業対象となるけれども、今回は県のほうからちょっと難しいようなことも言われています。600

万円についてはそういった経費を除いた1,200万円に対しての２分の１、600万円を計上したと

ころでございます。 

 次に、目的でありますけれども、目的につきましては、本年完成しました市営駐車場に隣接

している、今回整備しようという交流センター、このセンターにつきましては駐車場と一体運

用を図ることで観光情報または飲食情報の提供、市内のあらゆる情報の収集を行いまして、デ

ータベース化することでワンストップサービスの実現が可能となり、滞在時間の延長に結びつ

け、観光振興による地域経済の活性化を図ることを目的に旧広域市町村圏事務組合の事務所を

改装いたしまして、観光の拠点となるべく、仮称ではありますけれども、交流センターとして

整備を図っていきたいということで計画をいたしました。 

 活用方法につきましては、まず内容といたしまして、案内業務、市域内の観光、飲食、朝市

等の情報提供、またインターネットによります市域内情報の検索サービスの提供、情報提供す

るための情報の収集とデータベース化、体験メニューの開発、電動自転車導入によりますレン

タサイクルの運用、プロモーション事業といたしましてバスツアーの誘致、教育旅行の誘致、

ホスピタリティー向上に向けた啓発活動等の推進を考えております。 

 最後の工事内容につきましては、まず１階部分ですけども、旧広域市町村圏事務組合事務所

等を使用したときの事務所の入り口、これがドアとなっておりますので、まずこれを引き戸に

改修。それと引き戸に改修する際、玄関入り口にスロープを設置。それと、入りまして、男女

トイレがありますけども、多目的トイレがありませんので、入りまして玄関左わきの小部屋が

あるんですけども、そこに多目的トイレを設置。それと、建物に向かいまして左側、これは資

材置き場、書庫として利用していた部屋なんですけども、現在、そこに間仕切りがありますの

で、間仕切りを取りましてカウンターを設置し、来客の対応部分と事務室として利用。また、

その部分の天井が鉄骨むき出しになっておりますので、天井板を張り、エアコンの設置等を考
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えております。あと、奥の部屋に和室があるんですけども、その和室部分につきましては、い

ろいろお客様との情報交換とか、今後、移住、定住の促進を考えた場合に、やはり来場者の対

応は、この（仮称）交流センターのほうで対応したほうが利用しやすいということもありまし

て、お客様の対応として部屋の改装を考えております。それと、２階になりますけども、２階

につきましては、広域事務市町村圏事務組合で事務室として利用していた部屋なんですけども、

部屋と給湯整備が一体化しておりまして、今後、２階部分につきましては、できれば体験でき

るような部屋として利用したいというふうに考えておりますので、そこの部分に間仕切りをつ

くりまして、給湯設備またいろいろな体験メニューを考え、そこでいろいろなことができるよ

うな部屋として利用したいというふうに考えて改装を予定しております。 

○議長（丸 昭君） 次に、関生活環境課長。 

○生活環境課長（関 富夫君） お答えいたします。初めに産業廃棄物最終処分場建設反対都市宣言

啓発事業65万円のことについてでございますけども、看板を設置いたしますが、看板の内容的

には、文章的には産業廃棄物最終処分場建設に反対する都市といたしまして、宣言のまち、勝

浦市という文面の看板を設置いたします。場所につきましては、市内３カ所、鵜原、松野、部

原というふうに考えておりますけども、鵜原につきましては、国道128号線の鴨川方面に向かう

新しくできたバイパスと守谷方面に、集落のほうに入ります道路との三差路のところに花壇が

できておりますけども、そこの一部に設置する予定でございます。また、松野につきましては、

勝浦診療所の駐車場の一部が使われていないところがございますので、そちらの一部を利用さ

せていただいて設置をする予定です。さらに部原につきましては、魚見園の前に当たります国

道128号線、こちらから御宿方面に向かいまして、大きく右カーブになっておりますけども、そ

ちらの左側のほうに看板を設置する予定でございます。 

○議長（丸 昭君） 次に、関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） お答えいたします。クリーンセンターの修繕費の関係でござい

ますけども、今回、比較的大きな額を要求させていただきますが、クリーンセンターにつきま

しては、平成14年と平成15年にかけまして広域のごみ処理施設が平成19年度に完成するという

ことで、14、15年度に大きな改修を一度行っているところでございます。19年に広域のほうが

完成するということで、14、15年度のほうに大きな改修をやっているところでございますけど

も、その後、また改修するところも経常的に毎年出てきているわけでございますが、今回の補

正につきましては、当初で要求させていただいたものにつきましては、予算要求をさせていた

だきます12月現在で明らかに改修点検等が必要な場所についてのみ要求をさせていただいてお

ります。その後、今年の３月までの間にさらに改修が必要であるというところが明確になった

ものについて、改めて追加の予算要求をさせていただいているという内容でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 

○13番（土屋 元君） それでは２回目の質問をさせていただきます。まずは、観光交流センターを

つくる前にすることがあるというのは、何かのキャッチフレーズみたいになってきますけど、

というのは、隣接の大駐車場と一体で、観光情報の発信とか観光プロモーションの拠点、そう

いったことをするための大きな目的でつくるということでありますが、まず大駐車場、あれは

今管轄は観光商工課なのか教育委員会なのか。というのは、あそこに看板が、教育委員会がゲ

ートボール場の使用禁止というのが３カ所も立っているんですね。あそこでゲートボール、ま
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だ教育委員会所管で、申請すればあそこでゲートボールができるのかどうか、無断で使用禁止

というのがありますよね、３つ看板。まず、することがあるというのは、市長が観光にも相当

力を入れようと言っているんですけど、身近にある、おひざ元にある大駐車場の看板が、いま

だにあそこは教育委員会の所管なのか。ロープは外されていましたから、旧ゲートボール場に

行けるようになっていますよね。 

 それと、表の湾岸、港のほうに続くところのトイレの表示、案内、あそこの表示物、まだ市

民会館という地図が記載されている。もう市民会館はないわけですよね。そこだって、例えば

白ペンキだとか、あるいは何か今はやりのプラスチックで、すぐ真っ白なもので、切ってすぐ

張れたりなんかできますよね。適正に管理をまずやることがね。私たちも当たり前のようにそ

ういう表示物を見過ごしちゃっているんですよね。だって、あそこもゲートボール場でもない

し、教育委員会が使用禁止って立て札で３カ所も立てているというのはおかしいし、やっぱり

これは、市長や副市長も時々見回ったときにチェックを受けると。民間だと、トップが現場主

義で、自分の施設をチェックするんですよね。例えば今日６月15日は県民の日です。あそこに

県民の日を表示した表示物も、はげかかってわからないんですけど、そういう木札があります。

それも勝浦のレベルを疑われちゃうんですよ。やっぱりきちっとした表示物、表示物の維持管

理をすることが大事だというのは、予算委員会で同僚議員が官軍塚の細川藩主の名前が違って

いるよと。あれは実際、もう直したかどうか。だから観光客が来たときにどう思うか。それか

ら興津駅おりたときに、外房線の複線化早期実現しようという大看板、勝浦市というのがあり

ます。当然今、猿田市長も毎週のように外房線の複線化で行ってくれていれば、当然そういう

ものが興津駅におりたときに、ああ、外房線をやっているのかと。それから、はげかかった興

津の観光旅館案内の看板がある。既に営業していない旅館が、平気で３つぐらいあるとか、そ

ういうふうに、今ある資源というか、特に観光客が目にするようなものを、チェックして直し

て、それからこういうふうな観光交流センターを整備するという、まずどこかの国じゃないで

すけど、つくる前にやることがあるんじゃないかと。これは今まであらゆることが、委託して

いたり何かしています。当然スタッフも少ないからということなんですが、市政協力員もその

ためにいます。市政協力員というと、生活環境の中で、ただ、どぶだとか側溝だとかそういう

ものの要望となっちゃうけど、勝浦市の管理しているそういった観光が傷んでいたら遠慮なし

に教えてくださいというようなことも必要じゃないかと思います。特に官軍塚については、も

うなっていると思うんですけど、予算委員会のときに同僚議員が強く指摘された内容ですから、

それについてどうなのかというのが２回目です。 

 それから、工事内容について、さっきよくわからない、クローズハウスにするのか、オープ

ンハウス的に入りやすくして、特に道路側から入ったときにぱっとシースルーで大きな全面ガ

ラス張りで、何か観光のイメージ、観光の何かあるなというふうに見せるのか、あのままの塀

を使って、表に回ってドアをあけたら初めてわかるとするのか、全然イメージが違いますので、

その辺について、いかに走りながらでもわかるという観光オープンハウスを、今からでも間に

合うと思います。ということで、もう一度、その辺については関係者と打ち合わせしてほしい

というふうに思います。 

 それから、今回、この工事が大規模だか中規模だか小規模だかわかりません。約1,000万円の

県の補助があると言っていましたね。今回、２分の１、これ、市長にお願いしたいんですが、
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観光圏に指定されていれば３分の２補助できるんですね。これは県の中で調べましたから。た

だ、千葉県の観光圏に指定されているのは南房総だけです。だから、これから中房総が協力し

合って中房総観光圏というのを発足すれば、国からも官公庁も含めて相当な応援が来ると思い

ますので、ぜひそういうふうなアプローチを関係自治体と、圏央道だけじゃなくて、中房総観

光圏ができるような中で動いていただきたいなというふうに思います。 

 それから、クリーンセンターとかし尿処理場についてはわかりました。 

 あと、観光の魅力アップについて、今、お聞きしたんですが、そういったことを含めて、も

う一度答弁願いたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 午前11時15分まで休憩いたします。 

午前１０時５９分 休憩 

──────────────────────── 

午前１１時１５分 開議 

○議長（丸 昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。第１点目の駐車場の所管につきましては、観光

商工課で行っております。また、駐車場周辺にあります古い看板等については、早急に撤去等

をしていきたいと思います。 

 次に、３月議会で指摘のありました官軍塚の説明文の誤りにつきましては、まだ直しており

ませんので、これにつきましても早急に対応いたします。 

 次に、興津駅前の観光案内板につきましては、案内板設置当時、観光協会も関係していると

思いますので、観光協会と協議しながら、直すべきところは直していきたいというふうに考え

ております。 

 仮称であります交流センターのオープンハウスですか、それにつきましては、現在のところ

案内板等により案内をしていきたいというふうに計画しておりますので、看板設置で対応して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。土屋議員。 

○13番（土屋 元君） それでは３回目でございます。２回目に漏れたのですが、都市宣言の安全の

の例の産廃のものの設置場所、設置位置についてはわかりました。問題は、看板設置する場合

というのは、目的は啓発と、啓発をどうやって進めて市民とか市外の人にわかってもらうか。

これは今回の宣言文だけじゃなくて、たくさん勝浦市には宣言塔が建っています。これを啓発

するということで建てるわけですから、ただ形式的に建てるわけじゃなくて、例えば市民憲章

の碑を庁舎の前にきちっと立派なものをつくってあると、ただつくっただけじゃなくて啓発を

していくという大きな目的を、やはり忘れてはいけない。忘れたいい例が、結局、維持管理に

つながらなくなるんです。私は、おととしの12月議会で旧市民会館のところにある武大生を温

かく迎えようの大看板。当初は国際武道大学生が来るのを温かく迎えようと、当時の市長が提

案して、皆さん方、ご存じのように、歓迎の横断幕をつくったりいろんな意味でやっておりま

した。それが武大の担当の職員から、あの看板がはげちゃってどうしようもないから何とかつ

くり直してくださいよと言ったら、市は予算がありませんから武大がやってくれればいいです

よという言い方をされたと憤慨していました。私もやっぱりあきれて、この中にいる課長たち

はご存じだと思いますが、そういうふうに維持につながらなくなっちゃうんですよ。だからそ
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ういう形も含めて、いかに建てたときの啓発をどうするかということが大事だと思うんです。

啓発を維持するために、看板の維持管理を徹底していくという中で、ぜひそれについて市長、

副市長が中心になって目を光らせて、勝浦市のクオリティー、勝浦市のクオリティーは、本来

は周辺地域の皆さん方にもお願いしているような行政もありますけど、あくまでも市が所管し

ているものについては、最低でも市民に後ろ指をさされるんじゃなくて、模範となるような維

持管理をして初めて、率先してできていくんじゃないかと思いますので、それについては市長

の答弁をいただきたいと思います。 

 それから、観光交流センターについて、本来は、質問でどういうふうな改修改築工事ですか

というイメージありましたけど、本来まるっきり課長の頭の中で設計図ができているわけでは

ないでしょう。設計図ができて、課長の頭の中で積算したら1,300何万になりましたという話じ

ゃないと思うんです。こういう形の中で、こういうふうなイメージの大改修改築工事ですよと

いう、そういう資料が、あくまでも資料提供、そういうのがあればですよ、ないということは、

あくまでも頭の中でつくってここに出したというわけではないと思いますので、そういう設計

概略図があって、それについて出して初めて審議を願うという、そういう謙虚な気持ちが、議

員に対して大事なことだと、私は思います。今、あくまで看板で看板でということがありまし

たけど、そうじゃなくて、これからの時代というのは、いかにシースルーでぱっとわかる、要

するに、入ってもよさそうだなと、あけてみたら、接待、おもてなしのマインドがすごい人た

ちがいっぱいいれば別ですよ、何ですかみたいな顔をされたら、それだけで戸を閉めて帰っち

ゃうというか、普段からオープンハウス的につくっていて、中が見られていると職員の質を高

めるんですよ。そういう発想の中で、ぜひもう間に合わないかどうかわからないけど、それに

ついて、私はつくることに対しては大賛成なんですが、あくまでもつくる目的に即した、それ

に合った建物のコンセプトがないと、結局、使い勝手の悪い、観光客に対しても市民に対して

も使い勝手の悪い建物になっちゃうんじゃないかということを危惧します。 

 それから、大駐車場側からのアプローチは答弁がなかったんですが、例えばトイレに行くと

か旧ゲートボール場から上がるような形になると思いますが、その辺についても当然、改修と

かそういうことも考えていらっしゃると思うんですが、その辺についてお答えがなかったので、

あの車庫はそのままそっくりつくったままで、後ろからのアプローチが全く見えないようにす

るのか、それについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） ただいまの看板等のご指摘につきましては、私もそのとおりだというふうに

思っておりますので、今後、十分意を払って、早急に、これから対処といいますか、これから

意を払っていきたいというふうに思っています。 

○議長（丸 昭君） 次に、玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。駐車場からのアプローチにつきましては、現在、

交流センターの案内板、これは高さ的には、３メートル程度の案内板を考えておりますので、

あとは誘導できるような看板、そういったもので対応していきたいと考えております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） 私のほうから１点、質問させていただきます。21ページの清掃費、し尿処理

費のところですが、修繕費で1,400万円の遠心脱水機オーバーホール他というものがございます
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が、し尿処理場の現状、きっとこの施設自体がかなりの年数がたっているものだと思っており

ますし、毎年毎年修繕費という部分でかなりの金額がかかっていくのかなと思います。今後、

本当に修繕という部分で、この施設というか処理能力というか、そういったものが本当に対応

していけるものなのかというところが、私の中では疑問に思っておりますので、その辺を教え

ていただきたいのと、昨年の１年間にどのくらいの維持費がかかっているのか、この修繕に関

してのことだけで構いませんので、１年間、どのくらいの数字が出ているのかというものを教

えていただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） お答えいたします。まず、修繕での関係でございますけども、

いわゆる毎年、多くの修繕がかかっておるわけですけども、業務運営、機械を動かしておりま

すと、どうしてもやはり消耗する箇所が非常に多くございます。それで、業務が一つの流れに

なっておりますので、どこか１カ所でも壊れてしまうということになってしまいますと、全体

の業務がストップしてしまうという懸念がございますので、少し早目に直してしまうというと

ころもあるかもしれませんが、必要最低限のものはやらなければいけないということで要求を

させていただいている次第でございます。 

 あと、年間の管理費等でございますけども、申しわけありません、資料がありませんので、

後ほど報告をさせていただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） わかりました。１カ所を直して、全体的にその関連したものが直していかな

ければいけないという修繕の部分は、私もよくわかります。そういった中で、今の施設、全体

的なものを考えたときに、本当にあそこの場所という部分もあると思うんですけども、今後、

大きな修繕をするべき時期もあるのかなと思いますし、また、その先、長い目で見たときに、

以前にもお話出ていましたけど、コミュニティープラントが、商店街とか多くの方が住んでい

らっしゃる地域という部分で、生活排水の処理能力というものが、ほかの地域に比べると低い

というか処理治水のレベルというのは悪いんじゃないかなと感じます。浄化槽一つにしてもそ

うですけど、今、補助金等で合併浄化槽への推進というものを図っておるわけですけども、敷

地面積がなくてできないというんですね。そういった部分が関連していて、生活排水が生放流

されている、そんな環境の中で最終的には海につながる川、浜勝浦川にしてもそうですけども、

そういった部分に関しては、幾ら川をきれいにしようと言っていても、根本的な部分からやっ

ていかなければ、なかなか難しいのではないかなと思います。今後のし尿処理施設を含めて、

コミュニティープラントという部分も視野に入れながら、計画の中では河川の美化ということ

はうたっておると思いますので、その部分に関して、今後計画というか何かあるようでしたら、

教えていただければと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関生活環境課長。 

○生活環境課長（関 富夫君） お答えいたします。コミュニティープラント関係につきましては、

非常に大規模な施設という認識を持っておりまして、多額の費用がかかるというふうに認識し

ておるんですけども、その辺については、十分に必要性というか、その辺を検討しなければい

けないのではないかと思います。川をきれいにするとか、そういうものを考えたときは、こう

いう施設があれば一番手っ取り早いとは思うんですけども、財源等の関係もございますので、
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十分な検討が必要ではないかというふうに思います。 

 あと、河川の美化については、そのような検討も含めまして、一番気になるのは浜勝浦川で

ございますけども、根本的な汚れの原因があるのではないかなというふうに、私は考えていま

すけども、その辺について、これから十分検討というか、美化をしていくための推進をしてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。磯野議員。 

○１番（磯野典正君） ありがとうございます。課長のほうから今後というお話をいただきましたけ

ども、この問題というものは、今始まったものでもなくて、ずっと昔からです。あそこの川は

臭いとか汚いと、根本的に昔からあったものだと思うんです。でも、それが10年、20年と月日

が流れ、いまだに環境が変わっていないという部分を、もっと大きな部分として考えて取り組

む必要があると思います。また、観光の地域として、市長も今後この地域を盛り上げていこう

と考えておるわけなので、やはり川に関しまして、早い時期に何かしらの施策を考えていただ

けることはできるかどうかを、市長にお伺いします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） 昔からの課題であり、また非常に難しい問題なんですけども、私、考えるに

は、一つの地域づくり、都市づくり、これにはそういう下水道等をどういうふうに処理したら

いいのかというのは、どこの都市においても大きな課題になっております。当勝浦市は、地形

的な一つの要因もあって、特に旧勝浦地区等の地区においては、やはり土地が非常に狭いとい

うのもあります。だから、本当ならば、一般的には公共下水道を設置して下水を処理するとい

うことであれば、その浜勝浦川のほうももちろんきれいな水が流れるということになるんでし

ょうけども、この公共下水というのはなかなか難しいので、先ほど磯野議員が言われたように、

いわゆるコミプラで処理をするという方法も一つあろうかと思います。 

 ただ、それにしても、ではコミプラをどこに設置したらいいのか、それから、各家庭からコ

ミプラにどういうふうに接続したらいいのかとか、こういういろんな問題もあろうかと思いま

して、またそこから先ほど課長が言いましたように、費用的な、経費的な問題もあるんで。た

だ、そういうこともやはりそろそろ考えるべき時期に来ているのかなというふうには、私は課

題の認識は一応持っております。ただ、なかなか今の市の財政状況からすると、一気にこれが

できるものではないし、また都市計画の一つのつくりも問題があるので、ここら辺も踏まえて、

とにかく浜勝浦川を何とかしたいということで、ちょっと長くなりますけれども、暫定的に浜

勝浦川も、私はやはり地元の住民の皆さん方が立ち上がって、あの川をとにかくきれいにしよ

うということで、例えば３カ月に１遍ぐらいでも、みんなで掃除をする、こういうようなこと

も非常にいいんで、もしそこまで本当に地元の意思が、コンセンサスが整えば、１回市のほう

で、あそこ全部浚渫して、１回きれいにして、あとは地元の皆さん方に３カ月に１遍、川をき

れいにしてもらう。そうすれば、例えば上流の、加工屋さんから変なものが流れてくるのも、

一つの監視にもなるだろうというふうに思いますが。こういうような課題の問題を持っており

ますけども、現実的にはちょっとまだ難しい面もあります。ただ、いずれにしましても、戸坂

議員からも前からいろいろ質問等も出て、そういう問題があるので、またこれも研究してまい

りたいというふうに思っています。 

○議長（丸 昭君） 先ほど磯野議員の質疑に対しまして答弁が保留となっておりましたので、この
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際、答弁を求めます。関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） 先ほど衛生処理場の修繕費がどのくらいかかっているかという

ことについてお答えさせていただきます。衛生処理場のほう、23年度におきましては2,367万

3,497円でございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。刈込議員。 

○17番（刈込欣一君） 私のほうからは２点ばかり前々者とちょっとかみ合うところはありますけど、

ひとつよろしくお願いいたします。27ページ、（仮称）勝浦市観光交流センターの整備事業と

いうことなんですけど、まずこの整備事業をやるのに、人員の配置ですね、市の職員を何人、

また臨時雇用に何人使うか、それを教えていただきたい。 

 ２点目は、これができた場合に、駅前にある観光案内所との関連はどういうふうにするか、

駅前はなくしちゃって、１つもうここだけですよというふうにするものか、駅前はそこに残し

ておいて、また、ここもやるものか。そこを聞きたい。 

 それと、もう一点はレンタサイクル、先ほど電動という言葉を聞いたんですけど、これも何

台ぐらいか。そして、このサイクルロードというんですか、道。市のほうで指定するか、それ

とも勝手にどこかへ行けよというふうにするのか、これが非常に今後問題になるかと思います。

また、この電動自転車、乗っていない方が、乗っている方が来ればいいんですけど、なかなか

ちょっと厳しいように思うんです。そこら辺のところをお聞きしたい。 

 もう一点は31ページ、地域防災計画見直し修正業務委託料の850万円。これは昨日、総務課長

にお聞きしたんですけど、この本のことだと思うんですけど、「勝浦市地域防災計画」で総務

課長、よろしいですかね。そうなると、これで850万円。今盛んに安全第一、人の命が大切だな

んて騒いでいるんだけど、何をやっても、何か事象が起きないとそれに対応していかない。例

えば津波に対しても、私はそうだと思います。やっとここに来て、津波マップとかいろいろな

ものができた。ならば、勝浦市とすれば、一番多いのは台風だと思うんです。台風の時期に大

雨、土砂崩れ、それが一番多い。津波が起きれば大変な事故ですよ、地震も同じ。そういうも

のについても一冊にして市民に知らせることはできないものか。この前いただいた津波マップ

なども大きなものをもらってあります。私のほうも昨日から話題になっています自主防災の関

係で、いろいろ今計画を立てている段階です。その中になると、マップについても、使ってい

る人もいるし、全然四つ畳みして開いていない人もいるというような形がありますんで、ぜひ

もう少しコンパクトにしてですね、地域地域にわかるように、浜勝浦は浜勝浦地域にわかるよ

う、勝浦は勝浦、鵜原は鵜原、興津は興津、ほかの地区の方ですね、そういうものを持ってい

ない、おかしいんじゃないかというふうに思いますので、そういうことを広めたいと思います

んですけど、この防災計画に対して、これは承知しているんですか、そういう計画があるかな

しか、そこら辺のことをお聞きしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。まず１点目の人員の配置につきましては、でき

ますれば交流センターにつきましては、10月供用開始をしたいと考えております。供用開始時

点では、観光商工課職員１名、あと、できれば臨時職員２名で対応したいと考えております。 

 次に、勝浦駅前観光案内所の取り扱いにつきましては、駅利用者の観光客も利用しておりま

すので、今後も案内利用の塔を継続していきたいというふうに考えております。 
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 次に、電動のレンタサイクルにつきましては台数、大人用が10台、子供用が３台を考えてお

ります。コースにつきましては、この補正予算にも計上してありますけども、宿泊滞在型観光

推進事業、観光情報データベース構築業務等委託料の中にモデルコースの作成等を入れてあり

ますので、その中でコースを作成し、検証した中でＰＲ等を行っていきたいというふうに考え

ております。 

 それと、電動自転車に乗っていない方につきましては、宣伝ですね、ホームページ等で電動

自転車については十分な周知を図っていき、一人でも多くの方に利用できるような形をとって

いきたいと考えております。 

○議長（丸 昭君） 次に、佐瀬総務課長。 

○総務課長（佐瀬義雄君） お答えいたします。確かに本地域におきましては、統計的といいますか、

一番多いのは、夏場これからの台風ではないかということは重々承知しております。議員ご指

摘の、１冊にして市民に配れたらどうか、コンパクトにして、地域に合った個々の市民が見や

すいような冊子にしてはどうかというようなご提案でございますが、これから見直す地域防災

計画の中にも当然風水害等は入れる予定でございます。確定ではございませんけども、さらに、

未確定な部分はございますが、概要版というものをつくろうかなと考えておりますので、これ

につきましては、まだ案でございますけども、入れたいなと考えておりますので、今後の課題

といたします。 

 さらに、既に各ご家庭に勝浦市防災ブック保存版というのが配布してございます。その中に

風水害対策とか土砂災害対策、それと、台風対策、高潮対策、地震、津波、もろもろあります

ので、これらを、保存版ですので、いま一度、ご活用願いたいと思います。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。刈込議員。 

○17番（刈込欣一君） 丁寧なご報告ありがとうございました。人員の配置なんですけど、これ観光

商工課で１名、臨時雇用２名というお話を聞いたんですけど、今盛んにうちのほうの佐藤議員

とかいろんな人方で勉強していますよね、観光についての。その中から、その勉強した方々か

ら、ぜひこの臨時雇用員のほうに使っていただきたいというふうに思いますが、それについて

お答えをお願いします。 

 それと、駅前の観光案内所、確かに駅をおりてくれば、一番目立っているんだけど、駅前の

案内所は、勝浦市で委託して観光協会が請け負ってやっているという作業だと思うんです。そ

うなると、距離的に、二、三百メートルしかないところに、こちらも観光案内所がある、また

一つおりてきてそこに大きな観光案内所。だから、この新しくできるところをもっと大きく宣

伝して、駅から来た人が真っすぐにおりられるような、例えばそこでいろんな情報がとれます

しということであるんですけど、そこら辺のところ、もう一度お聞かせください。 

 それと、防災マップというかそっちのほうなんですけど、確かに冊子とかいろいろもらって

あります。それは市民が見るか見ないかだと思うんです。それについては、幾ら配っても見て

もらわなきゃしようがないんで、見るような方策をとってもらいたい。私たちも実は議会報な

んかで、こんなもの見るわけないじゃないと言ったら、私、大怒りにあったことがありますん

で、ぜひ見やすいように、広報とか議会報も見やすくなってきますので、どんどんそういうと

ころを改良しながら、１冊、机の上に置いておくとか、玄関のいすにぽんと置いておけば、す

ぐ見られるようなそういうものにしてください。 
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 一番大きな紙をもらっても、あれどこへ張った、何かあったら見るんだというのはわかるん

だけど、果たしてそれまでやるかどうか。ですから、もう少しＡ４ぐらいのコンパクトにして

いただきたいというふうに、それは要望しておきます。 

 観光のほうでお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。臨時職員の配置につきましては、総務課のほう

へ臨時職員として登録してありますその中から採用はしていくことになろうかと考えておりま

す。 

 また、駅前の観光案内所につきましては、指定管理者制度により観光協会へ委託しておりま

して、現在、窓口の案内また宿泊関係者の案内もろもろ行っておりますので、今後、交流セン

ター運用開始後の状況等を見る中で、やはり検討していく必要があるかなというふうには考え

ております。 

○議長（丸 昭君） 午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４６分 休憩 

──────────────────────── 

午後 １時００分 開議 

○議長（丸 昭君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。鈴木議員。 

○２番（鈴木克己君） ２点ほどお伺いします。最初、17ページの市民バス運行事業、21ページの大

森粗大ごみ捨場対策事業と衛生処理場管理運営経費についてお伺いいたします。 

 最初に市民バス運行事業のほうで、今回、小湊バスが平日の市内の運行の取りやめがあると

お聞きしまして、そこによって、新規路線として松野、植野、興津の活用のために121万7,000

円、業務委託料が計上されておりますが、最初に、民間路線、小湊バスの路線については、年

間の当初予算の中でこの運行に関して1,100万円の運行維持費支援事業の補助金として出してお

ります。これが中途ではありますが、一部廃止されるという中において、この補助金の減額が

出てないんですが、そこのところの説明を求めたいと思います。 

 それと、松野、植野、興津、これはいつから始まって、週２日運行、月、木になっておりま

すが、この辺の運行の内容について、午前、午後の何便とか、そういうものについてお伺いし

ます。 

 ２点目は、衛生処理場、先ほど同僚議員からもありましたが、衛生処理場の屋根の修繕工事

ということで、今回、予算も上がっております。内容については、雨漏りのために屋根の工事

をするんだということなんですが、先ほども出ましたけど、魚見園については以前からも話が

出ておりますが、ここの耐久性がいつまであるのか、先ほども出ましたけど、常に修繕をしな

がら使っている状況で、私は、もう既に耐用年数は過ぎているんじゃないかと思いますが、市

の計画では、まだここのところが具体的に上がってきていないということにおいて、昨年、一

昨年あたりは、夷隅郡の旧の５町でつくって、今、運営しております衛生処理場ですね、そこ

のところに仲間に入ってという話も出ていたように思いますが、その辺のいきさつは、今後、

恐らくできないという話は聞いていますが、そこのところはどういうふうな協議をされてきた

のかについてお伺いしたいのと、もう一つは、今後勝浦市で独自でし尿処理をやっていくとな
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りますと、今の場所は部原地先でありまして、それこそ学校関係は耐震診断から耐震補強をや

っていくという、非常に急を要するものですから、そういう予算が上がりましたが、同じよう

に市民生活に直結したし尿処理が、今の老朽施設でいつまで持ちこたえられるのかというのと、

やはり震災対策も、もし今後続けるのであれば、今の建物についてやっておく必要もあり、ま

た津波地震対策を進めなきゃいけないと思いますので、耐震診断等を含めて、今後、それに対

してどういう対応をしていくのかということについて、お伺いしたいと思います。 

 大森粗大ごみのモニタリング調査、これは当初の財政課長からの補足説明の中では、県から

の指示があって、前年度並みの対応をするというために、今回、加えての調査が必要だという

ことなんですが、県からの指示というのがどういうものだったのか、お伺いいたしたいと思い

ます。 

 もう一つ、クリーンセンターのほうですが、今回、竪樋修繕費、先ほども聞いておりました

が、同じように、クリーンセンターについては、前にも話が出ていましたが、広域市町村圏の

中で広域対応をしていくということが話し合われておりまして、その現状が、今、どうなって

いるのかについてお伺いいたしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関企画課長。 

○企画課長（関 利幸君） お答えいたします。市民バスの関係でございます。まず補助金関係でご

ざいますが、地方バス路線運行維持費補助金につきましては、議員ご指摘のように、当初予算

におきまして1,100万円計上をいたしております。この補助金の内訳でございますけれども、損

失額の70％以内で、上限は平成24年度におきましては1,100万円ということになっております。

来年度からはこれが900万円ということで予定をしておるものでございますが、この算出に当た

りまして、その損失額でございますけれども、もし今回ご提示をしております松野植野興津線、

これが廃止になると、推定でございますけれども、800万円ほど確かに改善はされるというよう

な試算でございますが、先ほど申しましたように、損失額の70％を掛けて算出した金額が上限

でございます。来年度であれば、900万円を超えてしまうということであります。今年度におき

ましても1,100万円を超えるという結果になりますので、今回の補正に関しますれば、地方バス

路線運行維持費の補助金につきましては、減額をいたさなかったと、そのような経緯がござい

ます。 

 次に、補てんをしております経路の、いつからかということでございますけれども、当初、

この件についてお話があったときには６月末ということでございましたので、私のほうは、計

算上は６月26日からやれるような形、末というと大体そのくらいだろうということで、予算の

ほうを積算したところでございますが、つい最近のお話によりますと、６月30日ぐらいになる

ようだということでございますので、実質的には、市民バスのほうは、土日は運行いたしてお

りませんので、今のところ７月２日を予定しておるという状況にございます。 

 それとあと、運行の内容についてでございますけれども、今回ご提案申し上げたのは、月曜

日と木曜日、３往復ということで予定をしております。時間的には、スクールバスの合間を縫

って運行するという状況になりますので、８時ぐらいから14時、この辺を３便、３往復すると

いうことで、大体時間として割り振りを考えております。 

○議長（丸 昭君） 次に、関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） お答えいたします。初めに、衛生処理場の屋根修繕に絡みます



 105 

魚見園の耐震性の関係でございますけども、衛生処理場につきましては、特定建築物の所有者

の責務といたしまして、要件に該当いたします建築物の所有者は、必要に応じて耐震改修を行

うように努めなければならないというようなことになっているんですけども、本衛生処理場に

つきましては、昭和57年に建てた建物でございますが、その要件に該当しておりませんために、

耐震診断関係につきましては実施に至っていない状況でございます。しかしながら、今後、高

い確率で大地震が発生するというふうに言われておりますので、建物の倒壊ですとか、施設が

破壊してしまった場合につきましては、市民生活への影響が非常に大きいと。また、都市機能

の混乱ということなどが懸念されますので、今後、その対処につきましては検討させていただ

きたいというふうに考えております。 

 あと、津波の関係ですけども、これにつきましては、今考えているところは、職員ですとか

搬入業者が衛生処理場内にいることが十分想定できますので、警報が出たときは、一たん国道

128号線まで避難しまして、さらに高台のほうに避難するようなことで職員とも話をしていると

ころでございます。 

 あと、今後、独自でやっていくかというお話ですけども、これにつきましては、特に計画等

が今、ないんですけども、考えていかなければならないことだというふうに認識しております。 

 次に、大森粗大ごみの県の指導というお話だと思いますけども、元大森粗大ごみの捨場につ

きましては、県の環境生活部資源環境推進課と、平成23年度で廃止する方向で協議を進めてま

いりました。その廃止の手続といたしまして、平成23年11月に事前に県担当者のほうに提出書

類の確認をお願いいたしましたところ、本年に入りまして、回答が、指導のほうが、次のとお

りありましたので、要点を申し上げさせていただきます。このようにご指導いただきました。 

 廃止に向けたモニタリング結果から、水質基準は保有水、地下水ともに廃止基準を満たして

いることが見てとれる。しかしながら、場内の地中温度が顕著ではないが、夏季においても廃

棄物層のほうが明確に高いこと、また、発生ガスに関して２カ所のガス観測位でのガス発生量

は測定限界未満であるが、ガス観測位において、ガス組成がメタンガスが５％を超えることが

あり、二酸化炭素も最大で17％も高く、さらに硫化水素が最大で11ppmまで確認されていること

から、現在も埋め立てた廃棄物の分解が進行中であると考えられる。以上のことから、いまし

ばらくはモニタリングを継続する必要があると思料されるということでございます。このこと

から、廃止に向けた元大森粗大ごみ捨場の水質等モニタリング調査を実施するために、このた

び予算の要求をさせていただいた次第でございます。 

 次に、クリーンセンターの竪樋の関係で広域のごみ処理施設のほうがどのような現状である

かというご質問にお答えいたします。夷隅郡市広域ごみ処理施設建設計画につきましては、い

すみ市山田地先を予定地として焼却施設が24時間稼働する日量89トン、リサイクル施設は５時

間稼働によります日量28トンを予定し、広域市町村圏事務組合において業務を推進しており、

平成23年３月４日付にて地域計画であります夷隅地域循環型社会形成推進地域計画が環境省よ

り承認をされております。予定しております施設整備計画につきましては、平成28年度稼働を

目標年度として業務進展を図るべく、平成23年度１月以来、隣接区を対象といたしました住民

説明会を開催してまいりましたが、十分な理解が得られないと判断し、慎重に対応することを

余儀なくされたことにつけ加えまして、東日本大震災による放射性物質の汚染による問題も加

わりまして、住民が過敏になっていたため、協議再開を先送りせざるを得ない状況となり、平
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成23年度予定していました事業の執行を見送り、平成24年度事業として再度要望することとな

っております。平成24年度循環型社会形成推進交付金については、本年度予定事業費6,717万

2,000円に対する交付金、３分の１相当の要求額である2,238万9,000円の要求どおりになってお

りまして、事業執行には何ら支障がないと考えております。 

 今後の事業執行につきましては、平成24年度では、施設設備におきます地域への生活環境影

響調査を実施するほか、ごみ処理施設建設位置造成工事設計業務の基本となります予定地内の

地形測量及び地質調査事業に着手いたしまして、総合支援業務といたしましては、施設配置計

画に関する基本計画や施設基本設計、業務設計を予定しております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。鈴木議員。 

○２番（鈴木克己君） バスのほうですけど、当初の1,100万円は、全体損失の70％ということで算

出をされていると。それが限度額というか、それ以上の損失があるんだけど、市の補てんは

1,100万円だということだと思うんですが、今回、一部撤退することによって、またさらに

1,100万円以上の損失はあるというふうな理解でよろしいんでしょうか。なので、今年度につい

ては、1,100万円は、撤退してもまだ補助はしていくんだということの理解になるのか、再確認

をさせていただきます。 

 あと、市民バスの運行なんですが、現在、８時から14時、スクールバスの使わない時間帯と

いうことなんですが、やはり興津から松野の往復になりますと、使う人は、車を使わない高齢

者なりの時間帯になると思います。そうなると、何を目的に使うかというと、やはり病院関係、

通院関係になるんじゃないかなと。勝浦のほうにまで足が延びるんであれば買い物とかもある

でしょうけど、興津にしても、松野にしても大型店舗がない中では、通院が主になると思いま

すので、その辺、時間帯を十分検討した上で運行されるように望むのですが、その辺について

も、７月から運行ですからほぼ決まっているんでしょうけど、もう一度ご回答をいただきたい

と思います。 

 衛生処理場のほうについては、勝浦市独自でやっていかざるを得ないという状況だと思いま

す。先ほどの質問の中で夷隅環境衛生組合のことが出ていませんでしたけど、それも含めて２

回目でお願いしたいんですけど、環境衛生組合では恐らく受け入れられない態勢だと思います。

そういう中においては、勝浦市独自で今後やっていくんであれば、課長も答弁していましたけ

ど、市民生活に直結する施設ですので、ここはやはり学校の子供たちを守るのと同じ観点から、

早急な対応、早急な安全対策をしておく必要もあろうかと思います。ただ、一気にこれをやる

というのもなかなかできないものだと思いますし、今後、修繕費がかさむ中でやるということ

も対応困難だと思いますが、改めて新しく改築するなりのことも、計画の中では今後やってい

かなきゃいけないかなというふうに思いますので、そのように要望しておきます。 

 それと、大森粗大ごみ捨場なんですけど、県から指導があったと。ここは閉鎖とか、これは

県の指導でごみを一切捨てられなくなって、市の一般廃棄物の処分場だったものが、これは法

規制に該当しないような捨場として、その当時は法基準が明確でなかったためにできていたん

ですけど、結果的に勝浦市の一般廃棄物が、特に木材関係等がかなりの量入っていましたし、

過去には大規模火災が発生して、その火災で燃えたものも相当中には入っているはずです。そ

ういうところにおいてメタンや硫化水素も発生しているということであれば、水質検査だけで

なくて、地元とすれば、そういう人体に影響のあるようなガスが幾らかでも出ているんであれ
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ば、今後、その辺も県の指導じゃなくて、市として、まだ検査をしていく必要があろうかと思

いますので、その辺について、今年度は県もやってくれるということですが、市として、やは

り安全性の確認というのは大事だと思います。 

 昨日も一般質問に出ていましたけど、本来であれば、今回の大震災のごみ、瓦れき等も千葉

県なり勝浦市も受け入れることも検討しなきゃいけないんでしょうけど、そういう施設もない

中では、今、どうしようもないということです。そういうことも含めて一般廃棄物の処分につ

いては、今後、やはり自前で処分していく場所も、本来確保しなきゃならないというのは法律

でうたわれていますので、とにかく、それをやる前にも大森のところはしっかりと検査をして、

今後の廃止まで、水質検査も含めてメタンや硫化水素やほかの有毒ガスを検査すべきだという

ふうに思いますので、その辺についてもう一度、課長のほうのご答弁をいただければと思いま

す。 

 あと、広域ごみ処分場については、これが始まったのが平成８年だと記憶しております。平

成８年に平成12年の法改正、いわゆるダイオキシン対策で夷隅郡ほか全部使えないということ

から、当初１市５町でしたけど、そこで広域ごみ処分をしようということがありまして、そこ

には国、県からも多大な補助金が出るはずでしたが、それが現在に至っています。もう16年ほ

ど経過していますけど、その中で１市５町、今で言えば２市２町の広域処理場は、まだまだ足

踏み状態というのは、各市町村で、もっと本当に積極的にごみ処理行政を推進していかなきゃ

ならないんじゃないかなと。先ほども出ていましたけど、いつまでもいつまでも修繕費ばかり

かさんでいては、その対応がおくれるばかりですので、市長にお聞きしたいんですけど、この

広域ごみ処理場について、郡内でもっと積極的に、やっていると思いますけど、勝浦市の考え

を市長からお伺いしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関企画課長。 

○企画課長（関 利幸君） お答えいたします。補助金の関係につきましては、議員ご指摘のとおり、

限度額を超えて、要するにこの運行関係の見直しをされたとしても、限度額を超えてしまうと

いうことでございます。ご指摘のとおりでございます。 

 なお、私、先ほどご回答した中で、800万円ほど改善がなされるという回答をしたのですが、

ちょっと言葉が足りませんで、この松野植野興津線のみの改善ではなく、ほかの関係の路線も

見直しをしたことを想定すると800万円ということでご理解をいただきたいと思います。 

 それとあと、運行に当たっての検討ということで、十分検討、利用客の目的と趣旨とを照ら

し合わせて設定するようにということでございますが、基本的には議員、先ほど申し述べたよ

うに、やはり医者への通院というのが一番重要な部分ではないかということで考えております。

したがいまして、その路線というよりも、時間の設定等に当たりましては、運転手の休憩等も

盛り込まなければいけないということで、非常に限られた時間の枠の中で設定するということ

になりますけれども、先ほどご指摘がございましたように、主たる目的は医者への通院という

ことと、あと一部、興津地区にもスーパーというか、結構買い物で行かれるような話を聞いて

いる場所もあるようでございますので、それらを総合的に勘案した中で予定をしておると、こ

のような状況でございます。 

○議長（丸 昭君） 次に、関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） お答えいたします。初めに、元大森粗大ごみ捨場に関しますモ
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ニタリングの関係でございますけども、今後進めていく関係につきましては、非常に専門的な

分野というふうに解釈しているんですけども、その辺がございますので、県のほうとよく相談

いたしまして進めていければなというふうに考えております。 

 また、夷隅環境衛生組合のほうとの関係でございますけども、これにつきましては、昨年度

協議を行っておりまして、大規模改修の計画がある際に、本市のものについて入れてもらえな

いかというような協議をしております。今は改修が先ですので、改修が終わった後に、勝浦市

とは検討していきたいというようなことで、その場では、議員おっしゃられるとおり、受け入

れができないというような形でございます。 

○議長（丸 昭君） 次に、猿田市長。 

○市長（猿田寿男君） ごみの広域処理施設の関係でございますけども、今現在、いすみ市長が中心

となって地元等と調整を図っておるということでございますので、昨年はご案内のとおり国庫

補助も見送ったということもあるので、ことしはどうしてもこれを決着すべきだというふうに、

私も思っておりますので、これから広域圏の中で、そこら辺、皆さんと協議をしながら前のほ

うに進めるようにということで積極的に役割を果たしていきたいというふうに思っております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。戸坂議員。 

○３番（戸坂健一君） 私は１点だけ、33ページ、教育費、教育振興費の中の要保護及び準要保護児

童支援事業についてお伺いします。同じ33ページで小学生、中学生それぞれ計上されておりま

すが、これについて、要保護、準要保護児童の定義とそれぞれの区別をお伺いしたいのと、あ

ともう一点、市内にこういった児童生徒が何名おられるか。また、要保護あるいは準要保護を

決定する際の基準があればお示しください。よろしくお願いします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） お答えいたします。要保護及び準要保護児童生徒援助費についてのご質

問でございますが、まず、勝浦市教育委員会では、経済的理由によって就学が困難な学齢児童

生徒について、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に努めているところでご

ざいます。 

 先ほどのご質問にありました準要保護でございますが、これは要保護に準ずるという児童生

徒でございます。また、要保護につきましては、生活保護を受けている家庭の児童生徒という

ことになっております。 

 また、この人数等につきましては、小学校の準要保護児童数、これが現在30人、中学校の準

要保護生徒数が23人、要保護児童生徒数、小学校で５人、中学校で３人でございます。以上で

ございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。戸坂議員。 

○３番（戸坂健一君） 要保護と準要保護の区別のところで、準要保護は要保護に準ずるというご説

明でしたけど、この辺、もうちょっと具体的にお聞かせいただければと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） 認定の基準についてのご質問でございますが、まず準要の基準でござい

ます。生活を一にする同一世帯の総所得額全体が生活保護基準額を用いた需要費に原則1.3倍を

超えないものが認定の基準となっております。なお、世帯の人数、年齢等により需要額が異な

るため、一概に収入による認定はできないことになっております。具体的に保護者あてに、周
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知を図る意味で出した通知の中には、なかなかわからない部分もございますので、具体的に、

算定する額を示してございます。例えば世帯人数２人、親御さんと小学生１人、この２人の世

帯ですと年間約170万円、例えば３人の世帯、親御さん１人で中学生と小学生がいる世帯、これ

は約247万円と、具体的にある程度の基準を示しているところでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。戸坂議員。 

○３番（戸坂健一君） 要保護児童及び生徒のほうは、生活保護の方ということでよくわかりました。

ただ、準要保護のほうは、基準額の1.3倍を超えないあたりで算定あるいは決めるということで

すけども、この準要保護児童及び生徒を決めるというのは、これは教育委員会のほうで決める

ということでよろしいんでしょうか。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） お答えいたします。これは勝浦市教育委員会のほうで認定をいたします。

その前に、親御さんのほうから申請がございます。申請に基づきまして、勝浦市教育委員会の

ほうで認定しているところでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） ２点お伺いいたします。まず、31ページの地域防災計画見直し修正業務委託

料でございますけども、既に防災計画はあるわけですけども、これを見直し修正するという事

業だと思いますけれども、先ほど来の質疑をお聞きしておりましても、850万円をかけてどうい

う見直し修正が行われるのかのイメージが、850万円にふさわしいものが見直し修正されるのだ

なというふうに、印象としては持てなかったものですから質問するんですが、これの編立てが

３編になっておりまして、風水害編、大規模事故編、そして震災編という編立てで、あと各章

があるわけなんですけども、震災編の見直しにとどまるものなのか、あるいは章立ての章を変

更しないで、中身の修正になるものなのか、そういった全体のイメージ、大幅な変更なのか、

小規模というか部分的な変更、見直し修正なのか、あるいは目的、今回の津波被害を中心とし

た大きな被害で編立てそのものも全体の組み方を変更するような、そういう修正なのか、見直

しなのかという、そういった点と、業務を委託するわけですので、これは県の見直しに伴って、

各市町村一斉にこういう事業が取り組まれることだろうと思いますけれども、委託先から金太

郎あめみたいな勝浦市という市の名前が変わるだけで、どこでも通用するようなものが出てき

てもしようがないわけですから、勝浦市の実情にふさわしい、そういった見直し、修正がなさ

れるよう、どのようにそこは担保されるかというようなことも含めてご説明をいただければと

思います。 

 ２点目は、33ページ、今の小学校、中学校への要保護、準要保護児童への支援の事業でござ

いますけど、これは今回、補正予算で予算が追加されているわけなので、昨年と比べまして何

人の児童生徒がこの対象となって増えているのかということをご説明いただきたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。佐瀬総務課長。 

○総務課長（佐瀬義雄君） お答えいたします。地域防災計画の見直し850万円のイメージがわかな

いというようなご質問ですが、先ほども述べましたように、国の中央防災会議におきましても、

3.11以来、大幅な見直しが行われる予定で、各都道府県にも通知が来ております。先ほども若

干触れましたけども、地域の実情に即したものとするとともに、具体的かつ実践的な地域防災

計画とされたいと。さらに、特に留意する点といたしまして、津波災害対策編の新設といいま
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すか見直し、今までの震災対策編を分割し、津波対策に特化した新たな編を設置、東日本大震

災を踏まえた地震津波対策の抜本的強化ということで、その内容がかなりボリュームがありま

して、申し述べるのがあれなんですけども、国でそういうような見直しの推進ということで取

りかかっております。 

 さらに千葉県におきましても、千葉県地域防災計画修正案というものが６月６日に県防災会

議で了承されておりまして、パブリックコメントを実施中と聞いております。その中にも、総

則を初め第２編で地震津波編、風水害編、大規模事故編、千葉県におきましては、この４編に

分かれる修正案となっております。まだ確定はしておりません。 

 したがいまして、本市におきましても、海に近い、沖には日本海溝等がありまして、太平洋

が広がっている、平地が少なくて山がすぐ迫っていると、いい点と悪い点がありますが、それ

らを今回の見直しの中に当然含めましてやるわけです。その中で850万円につきましては、計画

やら準備、資料の収集整理、修正版の基本方針の検討、地域防災計画案の作成、防災会議開催

支援、地域防災計画修正版の作成、そのほかに打ち合わせ協議等々ございます。当然ながら、

勝浦市の実情に沿った計画の大幅な見直しになると予測しておりますので、その辺、ご理解を

お願いしたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 次に、中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） お答えいたします。準要保護児童生徒援助費に係るご質問でございます

が、小学校の昨年度の準要保護児童数が10人、本年度が30人でございます。中学校の準要保護

児童生徒数、昨年度が11人、本年度が23人となっております。この増加につきましては、就学

援助制度の周知につきまして、昨年度までも勝浦市の便利帳に掲載しておったわけなんですが、

より一層、市民の方へ周知を図るということで、２月に小中学校の全保護者あてに本制度の概

要や申請方法、支給額等について通知したところでございます。また、市のホームページや広

報等にもより広く周知をしたところでございます。その結果、本年度に入りまして、申請者が

当初の見込みより多くなり、この増加に伴う必要な経費を補正予算に計上したところでござい

ます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 今の地域防災計画の見直しにつきまして、勝浦市の実情をきめ細かく、実情

に立った計画となるように、これは委託先の業者の力をフルに発揮してそういうことを依頼す

るのかどうか、そこを再確認させていただきたいと思います。勝浦市の側から提供される情報

だけで、委託先が、その上に立った計画ということではないだろうと思いますので、確認のた

めに質問します。 

 ２点目の教育振興費につきましては、周知徹底をしていただいた、その結果としてこれだけ

増えたということなので、今回、補正予算が組まれたということで、春に申請しようかしまい

かためらっておられたご父兄が、この機会に多くの方がやっているようだから私もということ

で、年度途中でありますけれども、申請される方があるかもしれないと思うんです。そういっ

た年度途中の対応、あるいは今回の周知徹底がこれだけの結果を生んでいるということで、今

後、この周知徹底のあり方をどうしようとされているか、そのことを２回目にお尋ねしたいと

思います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。佐瀬総務課長。 
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○総務課長（佐瀬義雄君） お答えいたします。当然ながら勝浦市の実情に合ったものでなければな

らないと認識しております。業者につきましては、これだけの金額ですので、今後の指名審査

会等で業者選定等を踏まえて決まるわけですけども、業者が決まったならば、その辺につきま

しては、くれぐれも誤りのないように、資料データの収集から調査、その辺は徹底をさせても

らいたいと思います。 

○議長（丸 昭君） 次に、中村教育課長。 

○教育課長（中村雅明君） お答えいたします。実は昨年度につきましても、年度途中での申請で１

名認定しているところでございます。本年度におきましても、年度途中で申請があり、認定を

受ければ支給する方向で考えております。なお、今回の補正につきましても、小学校で２名、

中学校で３名分、こういう年度途中の申請者に対しての額を補正しているところでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。藤本議員。 

○４番（藤本 治君） 防災のほうにつきましては、本当に勝浦市の実情に合った計画となりますよ

う、ぜひご努力いただきたいと思いますし、小中学校の児童生徒への支援につきましても、こ

れまでのよいことを引き続き継続するとともに、なお一層の改善をご要望して終わります。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 

○12番（寺尾重雄君） まず17ページの土地の借り上げ、バス停の問題、そして21ページの都市宣言

の看板と、そして23ページの交流センター、そして27ページのレンタサイクルマップ、あと廃

棄物のコンベヤの件、この件でお伺いしたいと思います。 

 まず、17ページの土地の借り上げについて、この年間の22万3,000円の基準に対する基準値が

あるのか。なぜこういうことを聞くかといいますと、バス停が何平米あってどうなのかと、こ

れが勝浦市の基準で条例化されているのか、私もそこまで勉強していないんですけど、前に総

務課長にもお伺いしたんですけど、消防小屋の問題がありますから、この辺の基準がどうなっ

ているのか、その辺をお伺いしておきたいと思います。 

 そして、21ページの都市宣言の看板ですけど、再三皆さんから質問のあった中で、この構造

的なもの、高さ何メートルで、塩害も多いので、結局部原にも観光の看板等が出ているんです

けど、何年かで壊れちゃう、そういう面もあるんで、この辺の構造的なものをお聞きいたしま

す。材料的なものと高さ。 

 そして、環境調査の測定で、ここに焼却灰の調査の項目が追加になった。この件に関して、

今、千葉県でも柏、野田のほうで焼却灰の問題等があるんで、この辺で追加になったのかなと、

私なりには思うんですけど、この辺で放射能の問題で追加になったのか、この１点をお伺いい

たします。 

 そして、23ページの交流センター。交流センターの改修工事について、土屋議員も再三オー

プンスペースの問題どうのこうのという質疑をされていたんですけど、この交流センターにつ

いて、観光課長もどのようにしていくのか。ただ、内容的なものは1,300何十万の中で、再三説

明していたのはわかるんですけど、私も、土屋議員の話の中で、せっかくつくるものですから、

できたら入りやすいものに変えていったらどうかという中で、この辺をどのように検討し、ど

のようにしてそういう話になっているのか、その辺をお伺いいたしたいと思います。 

 そして、27ページのレンタサイクルマップ作成ですか、これにつきまして、マップをつくる

上でも観光ルート的なものを、実際いろいろあるんですけど、私も前々から観光マップを見ま
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すと、はっきり申しまして、部原のサーフィンは出ていても、ほかの観光マップには神社、お

寺、仏閣が出ているわけなんです。何で部原が出てないのよと。地元だから、私言うわけじゃ

ないんです。実際、部原の神社は、遠見岬と、政教一体じゃないですけど、遠見岬の神主に聞

いても由緒あるんですよ。なぜかと申しますと、遠見岬神社というのは、名前が遠見岬で、そ

こから始まっている、部原も瀧口神社というのは、そこから始まっている。紀元800何年、墨名

から全部含めた新官からは、全部、部原の神社の中、入っているわけだったんです。そして、

当然七本から関谷から墨名、そういう面を全部抱えた団体の神社だったんです。何で載ってな

いのというのを、私、前々から言おう言おうと思って、せっかく観光センターができる上で、

その辺の調査、市史編さんを見ていただいてもわかるように、その辺を、できれば多くの観光

客に見ていただける、そして当然１月２日には、漁師が「のりぞめ」といって旗を立てて神社

の下を回る、そういう一つの歴史的な慣例的な行事があるわけです。そういう面からも、一つ

は観光ルートとしてそれが開発できるんであればしていっていただきたいと思う。それは要望

でいいです。ただ、載ってないのは事実ですから、あのＢ５の何枚から開く中には載っていな

いんです、部原だけは。そういう意味から、観光ルートの開発というというのも必要なのかな

ということでお願いします。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関企画課長。 

○企画課長（関 利幸君） お答えいたします。まず、市民バスにかかわります土地の借上料でござ

いますけれども、これは場所がＪＲ上総興津駅の構内の一部でございます。３メートルの８メ

ートルで24平方メートル、これについての借り上げを行おうとするものでございます。一時的

にバスが待機いたしますので、そういう意味からもＪＲのほうと交渉を前提とした借上料の計

上でございます。基本的には、年度の途中でございますので、ご提案しております計算のほう

は年割という形でさせていただいております。また、過去に、興津西原線という路線が一部、

市民バスを走らせておりまして、これは既に利用者がないことから取りやめという形になって

おりますが、その際に、やはり同じようにＪＲ上総興津駅の構内の一部を借用しておりました

ので、そのときの金額をもとに、今回も沿った形で補正ということでご提案申し上げたと、こ

のような経緯でございます。 

○議長（丸 昭君） 次に、関生活環境課長。なお、答弁につきましては、クリーンセンター、残渣

の関係も合わせてお願いいたします。 

○生活環境課長（関 富夫君） 承知いたしました。お答えいたします。産業廃棄物の最終処分場建

設反対の都市宣言の看板の構造についてお答え申し上げます。まず、３カ所設置するというこ

とでお話しいたしましたけども、３面表示のものを鵜原と松野に設置いたします。部原に設置

するものについては、２面ということになります。鵜原の３面につきましては、守谷方面です

とか鴨川方面から来る車、もう一辺は勝浦方面から来る人たちに周知するということで３面で

ございます。松野につきましても、中倉方面、大多喜方面、勝浦方面等ございますけども、そ

のような方向から見ることができるということで３面といたしました。あと、部原につきまし

ては２面でございますけども、これは国道128号線ですので、上り下りの２面から見ることがで

きるということになります。 

 構造につきましては、なるべくさびにくいような形をとらせていただきたいと思いますけど

も、鉄骨造、高さは四、五メートルで、幅はおよそ60センチぐらいです。 
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 また、モニタリングの関係で、放射能関係が関係していますかというご質問だと思うんです

けども、放射能の関係は、特に関係ございません。内容につきましては、大森の処分場の場内

で地中の温度が非常に上がっているところがあるということがわかりましたので、その辺を重

視しまして、もう一度よく確認してくださいということで、調査を続けるものでございます。 

○議長（丸 昭君） 次に、玉田観光商工課長。 

○観光商工課長（玉田忠一君） お答えいたします。交流センター、入りやすいようにというご質問

ですけども、交流センターの案内板また誘導板により、より入りやすいように対応していきた

いと考えております。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 

○12番（寺尾重雄君） 交流センター、そのように案内板をつくるということは当然の話なんですよ。

そうじゃなくて、やっぱりオープンに、業務がここに行けば、銀行の窓口じゃないけど、例え

ば大原の職安じゃないけど、そのようにある程度オープンに入りやすく、それは案内板を見れ

ばわかるんでしょうけど、そういう意味じゃなく、ある程度ガラス張りじゃないけど、そうい

うオープンスペース的な、オープンに開放できる問題、その辺のニュアンス、ご理解していた

だいて、そういう意味で言ってますんで、その辺を検討していただきたいという話なんです。

どのようにどうしたのかわからないですけど、ただ見積もりの中で、この壁が何平米、この天

井が幾つという話じゃなくて、どういう目的なのかわからないので、土屋議員からも言われた

ように、図面でもあって、こういうものですよという概略が説明できればよかったんでしょう

けど、そういう意味でなかったので、再度どうなのかと、私からも言っている話です。それ、

答弁はもういいです。 

 そして、環境課の問題に関しては、１点、衛生処理のコンベヤの件です。１回目で言えばよ

かったんです。1,313万3,000円の件に関しても、私の記憶の中で、何年かに１回、コンベヤを

変えていると思うんです。し尿処理場の問題もそうでしょうけど、先ほどし尿処理場の問題が

出たんですけど、それと絡めてこの問題を、私も聞こう聞こうと思って、大体年間どのくらい

の経費がかかって、どういう意向で、確かに広域ごみ問題もありますけど、この辺で年間大体、

基本的に当初予算からどのようにかかっていくのか、そして壊れるから前もってと言うけど、

その辺の勘案的な問題が、業者が壊れますよと言って1,000万円も2,000万円も、今までの過去

の事例から相当の金が入っていると思うんですよ。近年の金額がわかれば教えていただきたい。 

 そして、１回目に忘れましたけど、火葬場の屋根、前に設計の段階で、私、言いましたけど、

瑕疵担保の問題があろうかと思うんです。この瑕疵担保の問題なくして、設計をし、管理費を

入れ、440万円の工事費を入れ、この辺、業者の問題が、当時あったにしても、その辺での瑕疵

担保の問題の10年保証というのがどうなっていたか。火葬場の屋根の工事です。１回目に忘れ

ましたので、その回答をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） お答えいたします。まず、クリーンセンターの修繕費というこ

とでございますけども、平成23年度につきましては約4,900万円、22年度につきましても約

4,900万円です。あと、21年度につきましては１億900万円、20年度が4,700万円、かかっており

ます。 

 火葬場の屋根の瑕疵担保の関係でございますけども、これにつきましては、議員より12月に



 114 

ご質問をいただいておりましたので、先々月の４月20日に市の委託弁護士、千葉総合法律事務

所というところへ行ってまいりました。事前に契約書関係を送らせていただいて、その場で具

体的に下請業者のほうの瑕疵担保ないかということでお伺いしたところなんですけど、やはり

元請の会社のほうが基本的にそういう瑕疵を受けるべきであるんですけども、もう既に倒産し

てなくなってしまっているということが一番の問題でございまして、そこから先の下請業者の

ほうまで責任を追及することは非常に難しいところがあるというような答えをいただいたとこ

ろでございます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。寺尾議員。 

○12番（寺尾重雄君） じゃ、今の件から、確かに業者の問題で、つぶれて、弁護士を通してなんで

すけどね、ボンド制度の問題を踏まえても、下請業者は当然元請業者に、その瑕疵担保、そし

てオーナーにその瑕疵担保の保証を、10年なのか20年なのかは重大瑕疵行為なんで、当然して

あるべきですよ。確かに地元業者、これは地元育成のために市長も当然、今後そういうできる

ものはと、その辺の問題が、今後どうできるかというのが、確かに大事な話じゃないかと。つ

ぶれたからといって440万、設計踏まえても、これを出していってたんじゃ、市民にとってはた

まったものじゃないと。そういう意味合いから、当然やった業者のリストがあるんであれば、

その辺、リストはあるわけですよ、下請人名簿のリストが、竣工のときに。その名簿を見て、

何らかの瑕疵は、行政としても交渉あるいは弁護士的にもつけられないのか、弁護士を通して

もですね。その辺、お願いしたいなと。実際、私も12月に言った件を、課長もそのように答弁

していただいている件は、重々わかっての話だと思うんですけど、答弁は、これは３回目です

からいいですから、言ったところで何も出てこないでしょう。 

 そして、ごみ焼却の問題の工事ですね。保守工事、常に4,900万円前後で、多いときで１億

900万円ですね。そのときは私も恐らく議員でいたと思うんですけど、この4,900万円の数字あ

るいは4,700万円の数字というのは、主にベルトコンベヤ関係の問題じゃないかなと、私の記憶

にあるんですけど、そういう中で１年置きにこれを変えていかなければいけないのか。確かに

広域ごみの問題も、28年までに、先ほど市長答弁でもあったように、今年度24年には、私も広

域議員なんですけど、23年には一たん事業はストップになって先送りした面、重々わかってお

るんですよ。そこで、また来年になったら4,000万も5,000万も出ていくのかなと。その辺、も

う少し詳しく、どうしてこんなにかかっていくのかなと。ごみの袋を市民に買っていただいて、

その中の経費でやって、ごみの袋も高いんじゃないかというのはさんざん言われて、無念は市

民の中でもあるんですけど、この辺の問題から、対費用効果の問題をどうしていくかというの

もあるんでしょうから、課長、この辺、ご答弁願います。 

○議長（丸 昭君） 答弁を求めます。関清掃センター所長。 

○清掃センター所長（関 富夫君） お答えいたします。ご指摘のとおりコンベヤ関係につきまして

は、今回の修繕関係で大きく占めるところでございます。ほかにも箇所的にはかなりの数がご

ざいまして、今年度の要求をさせていただいたもののトータルといたしますと、部分的には21

カ所の修繕もしくは機械の交換というような内容になってございます。これにつきましては、

場所にもよるんですけども、比較的消耗しやすいところとかしにくいところとかございますの

で、そこが何年もつかということについては非常に難しいところがあって、申しわけないので

すけども、今年ここを直しますと、来年はこちらを直さなければならないというものが出てき
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てしまうことは十分考えられます。 

○議長（丸 昭君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（丸 昭君） これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第33

号は総務常任委員会へ、議案第34号は教育民生常任委員会へ、それぞれ付託いたします。 

 

──────────────────────── 

 

請願の委員会付託 

 

○議長（丸 昭君） 日程第２、請願の委員会付託であります。今期定例会において受理した請願は、

お手元へ配布の請願文書表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしますから、ご報告いたしま

す。 

──────────────────────── 

 

休 会 の 件 

 

○議長（丸 昭君） 日程第３、休会の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。明６月16日から６月20日までの５日間は、委員会審査等のため休会した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（丸 昭君） ご異議なしと認めます。よって、６月16日から６月20日までの５日間は休会す

ることに決しました。 

 ６月21日は定刻午前10時から会議を開きますので、ご参集を願います。 

 なお、各委員会は、会期日程表に基づきまして付託事件の審査をお願いいたします。 

 

──────────────────────── 

 

散     会 

 

○議長（丸 昭君） 本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後２時０５分 散会 

 

──────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

 

１．議案第27号～議案第34号の上程・質疑・委員会付託 
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１．請願第２号から請願第４号の委員会付託 

１．休会の件 


